
2011.3 Vol.57 
住所 大阪市都島区都島本通 2-9-18 

電話 06-6923-6381 

FAX 06-6923-6382 

URL http://www.s-tus.co.jp 

 

※エスプリとは…フランス語で“魂”“機知”を意味する言葉です。毎月一回の

接点に心をこめて、また機知に富んだ情報をお届けしたいという想いを込めま

した。 

平
成
２
２
年
１
２
月
１
６
日
に
政
府
か
ら

発
表
さ
れ
た
税
制
大
綱
。
今
回
の
税
制
大
綱

で
は
、
注
目
さ
れ
て
い
る
法
人
税
の
引
き
下

げ
や
相
続
税
の
増
税
な
ど
が
盛
り
込
ま
れ
て

い
ま
す
。
特
に
相
続
税
は
こ
れ
ま
で
、
い
つ

改
正
さ
れ
る
か
毎
年
注
目
さ
れ
て
き
ま
し
た

が
、
今
回
つ
い
に
、
改
正
さ
れ
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。
実
は
今
回
の
改
正
に
よ
り
、
資

産
を
お
持
ち
の
多
く
の
オ
ー
ナ
ー
さ
ま
は
他

人
事
で
は
済
ま
さ
れ
な
い
事
態
と
な
り
ま

す
。
こ
の
改
正
を
機
に
、
再
度
相
続
の
勉
強
、

そ
し
て
一
番
重
要
な
相
続
税
の
対
策
を
検

討
、
再
考
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
！ 

◆
た
と
え
ば 

事
例
：
大
手
企
業
に
お
勤
め
の
サ
ラ
リ
ー
マ

ン
の
『
の
り
お
さ
ん
』
は
、
妻
と
お
子
さ
ん

一
人
の
三
人
暮
し
の
４
２
歳
。
昨
年
、
４
，

０
０
０
万
円
で
一
軒
家
を
購
入
。
し
か
し
…

幸
せ
な
時
間
は
束
の
間
、
の
り
お
さ
ん
は
不

慮
の
事
故
で
還
ら
ぬ
人
に
…
。
被
相
続
人 

で
あ
る
の
り
お
さ
ん
の
資
産
は
、
購
入
し 

た
住
宅
と
預
貯
金
そ
れ
か
ら
生
命
保
険
。 

全
資
産
で
、
５
，
０
０
０
万
円
の
評
価
に 

な
り
ま
し
た
。
こ
の
場
合
、
相
続
税
は
ど 

う
な
る
の
か
？ 

→
改
正
前
で
は
、
絶
対
に
発
生
し
な
か
っ 

た
相
続
税
が
、
今
回
の
税
制
改
正
で
、 

の
り
お
さ
ん
（
の
相
続
人
）
に
も
か
か 

る
可
能
性
が
大
！ 

こ
う
し
た
普
通
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
で
も
、

相
続
税
の
対
象
に
な
っ
て
し
ま
う
今
回
の 

税
制
改
正
。
ま
し
て
や
マ
ン
シ
ョ
ン
と
い 

う
資
産
を
お
持
ち
の
オ
ー
ナ
ー
さ
ま
は
…
。

 

や
は
り
今
回
の
改
正
、
他
人
事
で
は
済 

ま
さ
な
い
よ
う
で
す
。 

◆
相
続
税
の
控
除
額 

今
回
改
正
さ
れ
る
控
除
額
の
変
更
点
に 

つ
い
て
少
し
だ
け
触
れ
ま
す
。 

（
基
礎
控
除
額
の
説
明
で
す
。
読
み
飛
ば 

し
た
い
方
は
◆
セ
ミ
ナ
ー
開
催
に
あ
た
っ 

て
へ
お
進
み
く
だ
さ
い
。） 

遺
産
総
額
か
ら
基
礎
控
除
を
引
い
た
金 

額
が
課
税
対
象
の
財
産
に
な
り
ま
す
。 

２
０
１
１
年
３
月
時
点
（
改
正
前
）
で
の 

「
基
礎
控
除
額
」
は
５
，
０
０
０
万
円
＋ 

（
１
，
０
０
０
万
円
×
法
定
相
続
人
の
数
）

と
な
っ
て
い
ま
す
。 

※
亡
く
な
っ
た
方
の
財
産
が
基
礎
控
除
以 

下
の
場
合
、
相
続
税
は
１
円
も
支
払
う 

必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

改
正
前
で
あ
れ
ば
、
例
え
ば
、
９
，
０
０ 

０
万
円
の
遺
産
と
法
定
相
続
人
が
３
名
い 

る
場
合
。
５
，
０
０
０
万
円
＋
（
１
，
０ 

０
０
万
円
×
法
定
相
続
人
３
名
）
＝
８
， 

０
０
０
万
円
（
基
礎
控
除
額
） 

よ
っ
て
、
９
，
０
０
０
万
円
―
８
，
０
０
０

万
円
＝
１
，
０
０
０
万
円 

こ
の
１
，
０
０
０
万
円
が
課
税
対
象
に
な
り

ま
す
。 

こ
れ
が
、
今
回
の
改
正
に
よ
り
、 

■
「
基
礎
控
除
額
の
引
き
下
げ
」 

■
「
相
続
税
の
税
率
区
分
も
６
か
ら
８ 

へ
細
分
化
、
最
高
税
率
も
５
０
％
か
ら

５
５
％
へ
と
税
率
ア
ッ
プ
」 

と
な
り
、
こ
の
結
果 

①
「
基
礎
控
除
額
の
引
き
下
げ
」
に
よ

り
、
多
く
の
人
が
課
税
対
象
者
に
該
当 

②
「
税
率
区
分
の
変
更
」
で
１
億
円
以

上
の
資
産
を
お
持
ち
の
方
は
さ
ら
に

増
税
と
な
り
ま
す
。 

基
礎
控
除
額
の
計
算
式
が 

５
，
０
０
０
万
円
＋
（
１
，
０
０
０
万

円
×
法
定
相
続
人
の
数
） 

 
 

 

↓ 

３
，
０
０
０
万
円
＋
（
６
０
０
万
円
×

法
定
相
続
人
の
数
） 

に
改
正
。 

例
え
ば
、
先
の
事
例
で
今
回
の
改
正

内
容
を
適
用
し
て
み
ま
す
と
、 

改
正
前
の
控
除
額
と
比
べ
、
課
税
対
象

額
が
３
，
２
０
０
万
円
Ｕ
Ｐ
！
ケ
ー
ス

に
よ
っ
て
は
約
４
０
０
万
円
増
税
！ 

３
，
０
０
０
万
円+

（
６
０
０
万
円

×
法
定
相
続
人
３
名
）
＝
４
，
８
０
０

万
円
（
基
礎
控
除
額
） 

９
，
０
０
０
万
円
―
４
，
８
０
０
万
円

＝
４
，
２
０
０
万
円 

こ
の
４
，
２
０
０
万
円
が
課
税
対
象
に

な
り
ま
す
。 

改
正
前
の
課
税
対
象
が
１
，
０
０
０

万
円
で
し
た
の
で
４
，
２
０
０
万
円
―

１
，
０
０
０
万
円
＝
３
，
２
０
０
万
円

の
差
が
あ
り
ま
す
。 

◆
セ
ミ
ナ
ー
開
催
に
あ
た
っ
て 

今
回
の
相
続
税
改
正
に
と
も
な
っ

て
、
多
く
の
方
が
相
続
税
の
課
税
対
象

者
と
な
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。 

こ
れ
ま
で
は
相
続
税
課
税
対
象
者

は
全
体
の
４
．
０
％
～
５
．
０
％
の
割 

合
の
ご
く
少
人
数
で
し
た
。（
右
下
表
参 

照
） 

し
か
し
、
週
刊
誌
に
よ
れ
ば
「
今
回
の
改

正
で
課
税
対
象
者
は
４
万
６
，
０
０
０
人
か

ら
７
万
人
に
増
え
、
増
税
額
は
約
３
，
０
０

０
億
円
に
上
る
と
国
は
試
算
す
る
。
た
だ
、

税
金
を
納
め
る
の
は
相
続
人
の
ほ
う
で
あ

り
、
同
じ
割
合
を
当
て
は
め
る
と
１
１
万
５
， 

０
０
０
人
が
、
１
７
万
５
，
０
０
０
人
に
ま

で
増
え
る
だ
け
に
余
波
は
小
さ
く
な
い
」
と

あ
り
ま
す
。
相
続
財
産
の
６
０
％
が
不
動
産

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
増
加
す
る
相
続

税
課
税
対
象
者
は
、
不
動
産
価
値
の
高
い
東

京
・
名
古
屋
・
大
阪
な
ど
大
都
市
圏
に
集
中

し
ま
す
。 

ま
た
、
冒
頭
で
記
載
し
た
サ
ラ
リ
ー
マ
ン

の
『
の
り
お
さ
ん
』
の
例
か
ら
見
て
も
国
が

予
測
し
て
い
る
以
上
の
結
果
も
十
分
想
定
で

き
ま
す
。 

今
回
の
税
制
改
正
に
は
、
そ
の
他
に
「
贈

与
税
に
つ
い
て
の
改
正
案
」
や
「
死
亡
保
険

金
の
非
課
税
限
度
の
改
正
」
な
ど
も
盛
り
込

ま
れ
て
い
ま
す
。 

今
ま
で
相
続
税
に
無
関
係
だ
と
思
っ
て
い

た
方
は
も
ち
ろ
ん
、
課
税
対
象
の
方
は
今
ま

で
打
っ
て
き
た
対
策
が
無
策
化
し
て
し
ま
う

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
対
策
の
見
直
し
と
検
討

を
急
ぐ
必
要
が
あ
り
ま
す
。 

彼
（
相
続
税
の
仕
組
み
）
を
知
り
、
己
（
自

ら
の
財
産
）
を
知
れ
ば
、
百
戦
危
う
か
ら
ず
！

自
ら
の
財
産
は
お
わ
か
り
で
す
ね
。
あ
と
は
、

相
続
税
の
仕
組
み
を
知
れ
ば
、
出
来
る
対
策

が
必
ず
あ
り
ま
す
！
！ 

今
回
の
セ
ミ
ナ
ー
で
は
、
相
続
の
基
礎
か

ら
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
が
、「
贈
与

税
に
つ
い
て
の
改
正
案
」
や
「
死
亡
保
険
金

の
非
課
税
限
度
の
改
正
」
な
ど
も
踏
ま
え
、

よ
り
具
体
的
で
有
効
な
対
策
事
例
を
た
く
さ

ん
お
伝
え
し
よ
う
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。 

中
西 

佑
樹

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

エエ スス ププ リリ   

EEsspprriitt

遂に税制改正！この増税時代に生き抜く相続税対策!? 

 
年度 死亡者数(人) 課税件数(数) 割合(%)

2004 年 1,028,602 43,488 4.2

2005 年 1,083,796 45,152 4.2

2006 年 1,084,450 45,177 4.2

2007 年 1,108,334 46,820 4.2

2008 年 1,142,407 48,016 4.2

*新たに課税対象者に該当する方 

⇒相続税対策の検討が必至 

*以前から課税対象者に該当していた方 

⇒相続税対策の見直しが必至 

資産 3,600 万円以上 
お持ちの方、注目ください！ 

第21回

オ ー ナ ー ズ

セ ミ ナ ー  

開 催 し ま す

改正項目  

⇒相続税の基礎控除額の引 

き下げと税率アップ 

⇒贈与税の改正 

⇒死亡保険金に係る非課税 

限度の改正  
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